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事 業 評 価 シ ー ト

担当課・室長：自動車環境対策課長

事 業 名 総量削減対策

上位施策名 大気環境の保全

（ア 窒素酸化物対策）

１ 事業の概要 自動車の単体規制及びこれまで実施してきた対策だけでは、二酸

化窒素の環境基準を達成することが困難な大都市部の道路沿道への

対策として、平成４年に自動車ＮＯx法を制定し、首都圏及び近畿圏

（ 、 、 、 、 、 ）の６都府県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 大阪府 兵庫県

196市町村を特定地域として指定し、二酸化窒素に係る環境基準の概

ね達成の目標期限を平成12年度末として、自治体ごとに総量削減計

画を策定し、各種施策を実施することとした。しかしながら、今日

においても、環境基準の概ね達成は依然として非常に困難な状況に

あるため、本年６月、自動車ＮＯx法を改正し、総量削減対策の強化

を図ることとした。

２ 進捗状況 特定地域におけるＮＯ の環境基準達成状況の推移（自排局：平成２

２年～11年）によると、特殊な気象状況等の影響と推察される平成

、 。11年度を除き環境基準の達成率は 依然低いレベルに推移している

環境基準の概ね達成という目標が適わなかった原因としては、次

のようなことが挙げられる。

○ 計画策定当初の想定より自動車走行量が増大し、車種規制等

の施策の効果が相殺された。

○ 事業所管大臣ごとに定められる自動車使用合理化指針が必ず

しも機能しなかった。

○ 単体規制値が車種規制値より強化された車種があるが、車種

規制基準が強化されなかった。

○ 低公害車の普及について、平成11年度末まで約３０万台を想

定していたが、約１万６千台に止まっている。

○ 物流・人流・交通流対策の施策効果を評価する手法が確立さ

れず、こうした施策の定量的評価と進行管理がなされていな

い。

このため、自動車ＮＯx法を改正し、事業者に係る措置を強化する

とともに、車種規制の強化など同法に基づく対策の強化を図ること

としている。

３ 評価 車種規制及び事業者指導の強化等を図り、二酸化窒素の特定地域

内における環境基準の早期達成を目指すべく自動車ＮＯx法を改正し

た。今後、改正自動車ＮＯｘ法の目標を達成するため、本法に基づ

く施策の具体化を図るとともに、各施策の進捗管理・点検を行うこ

とが必要である。
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４ 予算事項名 ・自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減法施行管理費

・自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減対策推進費

・低公害車普及等事業費補助

・大気環境改善のための電気自動車活用実証調査

・事業所等における自動車管理計画策定事業

・環境保全型交通体系（ＥＳＴ）推進経費

５ 対応副施策等

平成14年度新規予算
- 2 -環境保全型交通体系（ＥＳＴ）推進経費


